
ＪＰＳＭＳ認証・登録制度実施要領　２０２５年度改正内容

認証・登録の期間

ＪＰＳＭＳ認証・

登録制度実施要領

２０２５年度版

二次審査 二次審査

０年目 登録審査 概形審査 書類審査 現地審査 登録審査 概形審査 書類審査 現地審査

丸１年目 継続審査 概形審査 書類審査 現地審査 継続審査 概形審査 書類審査

丸２年目 継続審査 概形審査 書類審査 現地審査 継続審査（中間） 概形審査 書類審査 現地審査

丸３年目 更新審査 概形審査 書類審査 現地審査 継続審査 概形審査 書類審査

丸４年目 更新審査 概形審査 書類審査 現地審査

改正前 改正後

３年 ４年

認証・登録の審査

一次審査 一次審査

２．７ 認証・登録の期間

認証・登録の期間は、認証・登録日より３年間としま

す。

２．７ 認証・登録の期間

認証・登録事業者の認証・登録の期間は、認証・登録日

より４年間とします。

1)　認証・登録事業者は、認証・登録を受けた後、更

新審査を受けた後に担当事務局からの案内に基づき認

証・登録日又は更新日から概ね１年後に１回、２年後

に１回の所定の継続審査を受審しなければなりませ

ん。

1)　認証・登録事業者は、認証・登録を受けた後、更

新審査を受けた後に担当事務局からの案内に基づき認

証・登録日又は更新日から概ね１年後に継続審査を、

２年後に継続審査（中間）を、３年後に継続審査を受

審しなければなりません。
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２．４ 認証・登録の審査及び手続き

ＪＰＳＭＳの取組を実施し、認証・登録を希望する事業

者（以下「受審事業者」という。）は、ガイドラインの

要求事項への適合状況について、以下の手順により、認

定・登録された評価員による登録審査を受審しなければ

なりません。

２．４ 認証・登録の審査及び手続き

ＪＰＳＭＳの取組を実施し、認証・登録を希望する事業

者（以下「受審事業者」という。）は、ガイドラインの

要求事項への適合状況について、以下の手順により、認

定・登録された評価員による審査を受審しなければなり

ません。

1)　受審事業者は、最寄りのＪＰＳＭＳ事務局に、概

形及び書類審査対象書類と、別に定める審査費用とと

もに所定の書式により、登録、更新又は継続審査（概

形及び書類審査並びに現地審査。）を申し込みます。

但し、現地審査は概形及び書類審査の合格後に現地審

査費用とともに申し込みます。審査の標準審査工数及

び費用は、別表「認証・登録の費用」に定めていま

す。

1)　受審事業者は、最寄りのＪＰＳＭＳ事務局に、概

形及び書類審査対象書類と、別に定める審査費用とと

もに所定の書式により、登録、更新又は、継続審査

（中間）又は継続審査（概形及び書類審査並びに現地

審査。継続審査は概形及び書類審査のみ）を申し込み

ます。但し、現地審査は概形及び書類審査の合格後に

現地審査費用とともに申し込みます。審査の標準審査

工数及び費用は、別表「認証・登録の費用」に定めて

います。

２．８ 継続審査

継続審査は、次の手順により行います。

２．８ 継続審査（中間）・継続審査

継続審査（中間）及び継続審査は、次の手順により行い

ます。


